
こ
の
秋
、
府
労
組
連

（
大
教
組
・
府
職
労
）

は
、
松
井
府
知
事
が
引

き
続
き
賃
上
げ
を
認
め

な
い
姿
勢
示
す
中
、

①
府
財
政
は
危
機
的
財

政
で
は
な
い

②
景
気
回
復
、
経
済
活

性
化
に
は
賃
上
げ
が
必

要
不
可
欠
、
長
引
く
賃

金
抑
制
・
カ
ッ
ト
が
大

阪
経
済
を
冷
え
込
ま
せ

て
い
る

③
賃
金
抑
制
・
カ
ッ
ト
を
長

ら
く
続
け
る
こ
と
は
『
大
阪

か
ら
人
が
逃
げ
る
』
事
態
を

深
刻
化
さ
せ
、
府
民
サ
ー
ビ

ス
や
公
教
育
の
質
の
低
下
を

招
く

と
主
張
を
お
こ
な
っ
て
き
ま

し
た
。

職
場
・
地
域
か
ら
の
運
動
で

最
終
的
に
別
表
に
示
す
回
答

を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
一
方
で
『
給
与

制
度
の
総
合
的
見
直
し
』
と

い
う
名
で
国
い
い
な
り
の
一

律
２
％
の
賃
下
げ
を
行
い
ま

す
。
し
か
も
、
国
や
他
府
県

で
は
実
施
し
て
い
る
経
過
措

置
す
ら
大
阪
府
は
設
け
ず
、

来
年
4
月
か
ら
実
施
し
ま
す
。

こ
れ
は
府
人
事
委
員
会
勧
告

に
も
反
し
た
も
の
で
す
。
断

じ
て
許
す
わ
け
に
は
い
き
ま

せ
ん
。
引
き
続
き
あ
た
り
前

の
賃
上
げ
を
求
め
る
運
動
を

す
す
め
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

〒561―0874

豊中市長興寺南3－5－2
TEL（06）6865－3190 FAX（06）6865-3191

Eメール zenkyo-toyonaka@tcct.zaq.ne.jp

Ｗeｂページ

http://www.tcct.zaq.ne.jp/zenkyo-toyonaka/

教え子を再び戦場に送るな！ 2014年12月３日発行ＮＯ.５３０

とよなか
豊中教職員組合 子

ど
も
達
の
豊
か

な
成
長
・
発
達
の

た
め
に
皆
で
力
を

合
わ
せ
ま
し
ょ
う
！

７年におよぶ賃金カット終結 4月にさかのぼり賃上げ
断じて許さない！
来年4月一律２％賃下げ

最終回答 主なもの
○特例減額（賃金カット）は今年度末で終了

○年末一時金は12月10日に支給
２．０５月（再任用１．１２５月）

○給与改定
①給料表の引き上げ

２０１４年４月から一律1.8％
（初任給２０００円）

②特別給（ボーナス）の引き上げ
３．９５月⇒４．１月

2014年度より年間０．１５月引き上げ
夏0.075月、冬0.075月を勤勉手当に上乗せ
引き上げ分の取扱は、成績率の適用

※①②の差額支給は 1月8日
③給与制度の総合的見直し

2015年４月より一律２％の引き下げ 経過措置なし
退職手当の調整額引き上げ（15年4月から）

④交通用具使用者にかかわる通勤手当引き上げ（14年４月）

⑤教員特殊業務手当て（部活動手当等）の国水準への引き上げ

来年4月より

修学旅行等付添 3700円／日⇒4250円
部活動 2800円⇒3000円／日（４時間以上６時間未満）

○特嘱・若特の報酬月額の改定（15年4月から）
特嘱１５２５４０円⇒１５３８２０円
若特２１７１９０円⇒２１９０１０円

○非常勤職員の交通費は勤務実勢に応じて支給
２０１５年４月から

○配偶者同行休業制度の導入

府
労
組
連
の
運
動

み
ん
な
の
力
の
成
果
！



テ
レ
ビ
や
新
聞
な
ど
で
報

道
さ
れ
た
中
原
大
阪
府
教
育

長
の
い
わ
ゆ
る
パ
ワ
ハ
ラ
問

題
。こ

れ
は
、
10
月
29
日
の
教

育
委
員
会
会
議
の
場
で
、
立

川
教
育
委
員
（
女
性
）
が
配

布
し
た
メ
モ
が
報
道
さ
れ
明

ら
か
に
な
っ
た
も
の
で
す
。

こ
の
問
題
を
受
け
て
、
11

月
7
日
の
府
教
育
委
員
会
会

議
で
第
三
者
調
査
委
員
会
を

設
置
す
る
こ
と
を
決
定
し
ま

し
た
。

11
月
18
日
、
府
議
会
の
教
育

常
任
委
員
会
の
場
で
、
陰
山

府
教
育
委
員
長
は
、
こ
の
問

題
の
経
緯
と
現
状
を
述
べ
る

中
で
驚
く
べ
き
発
言
を
し
て

い
ま
す
。

中
原
教
育
長
の
府
教
育
委
員

会
一
般
職
員
へ
の
発
言
を
聞

き
取
る
過
程
で

「
出
て
き
た
内
容
が
深
刻
と

い
う
言
葉
で
は
く
く
れ
な
い

く
ら
い
、
戦
慄
す
べ
き
内
容

で
あ
り
、
こ
れ
は
後
々
、
立

川
委
員
ど
こ
ろ
で
は
な
い
重

大
な
案
件
に
な
っ
て
く
る
と

の
思
い
」

「
相
当
重
い
も
の
を
感
じ
て

い
る
。
内
容
に
つ
い
て
は
、

個
人
の
人
権
、
非
常
に
心
の

傷
が
深
く
、
ほ
ん
の
わ
ず
か

で
も
個
々
の
具
体
の
名
前
が

で
て
く
る
こ
と
は
苦
し
い
と

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
で
、

こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
申
し
上

げ
ら
れ
な
い
」

と
発
言
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
う
や
む

や
に
し
た
ま
ま
大
阪
府
の
教

育
行
政
の
ト
ッ
プ
に
い
る
こ

と
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
事

実
関
係
を
徹
底
的
に
明
ら
か

に
す
る
と
と
も
に
、
厳
正
な

対
処
を
求
め
ま
し
ょ
う
。

中原大阪府教育長のパワハラ発言
陰山教育委員長が語った「戦慄すべき内容」とは？

10月21日 知事質問 直前 12：00～12：30

出席：教育長、次長、見浪課長、立川 *委員会室にて

立川

「私は委員である前に、３歳児の母、当事者として、より

少人数が理想だと思っている。答弁を否定するつもりはな

いし、嘘は言えない」

いつものとおり、途中で遮られ、

教育長、立川へ発言（順不同） 以下のとおり

「何を言ってるんですか。母親とか、理想的とか、教育委

員なんだから、個人の意見を披露する場ではない。課長が

用意した通り言えば、いいんです。共産党に利用されるだ

け。一緒にされますよ。良いんですか？ ２５人以下とか、

少人数だとか、タイミングが悪すぎる（繰り返し）。

僕の答弁や課長が嘘をついていたことになってしまう。

議会は紛糾して、野党はほら見てみろと、大混乱する。単

に言いたいだけでしょ。目立ちたいだけでしょ。単なる、

自己満足でしょ。知事は、色んなことを全てわかった上で、

決断したんです。立川さんなんか何か言っても何も変わり

ませんよ。例えば、安倍総理が集団的自衛権を言っている

のに、その内閣の大臣が全く違うことを言うのと同じこと。

裏切り。すべて組織で動いているんです。同じチームでしょ。

裏切るんですか？共産党と一緒に、後ろから知事を刺しに

行くようなもの。何のために、そんなこと言うのか。

（子どものため、と言ったら）

え？？何をいってるんですか？誰のおかげで、教育委員で

いられるのか、誰のおかげかって、大きな権限、こんな地

位を与えられているのか、他でもない知事でしょ。その知

事をいきなり刺すんですか。知事だけではない、今、進ん

でいる施策も全部、無茶苦茶になる。台無しになる。ここ

にいる、課長や次長の首もとぶ。いいんですか？この人た

ちを無茶苦茶にする、責任を持てるのか。僕も不信任、自

分もやってられない。辞める。自分のキャリアに傷がつく。

損害賠償請求、告訴します。教育委員会事務局の全員を敵

に回すだけ、もう信頼されませんよ。それでなくても、前

から朝倉さんや事務局に、偉そうにしているのに。わかん

ないんですか。そんなこともわからない人とは思わなかっ

た（繰り返し）

もう、何言ってもダメ？罷免要求出しますよ。

（何度も）議会終わってから、知事が市町村に少人数お願

いしますよ

と、いうことはできますよ。知事に時間つくってもらうか

ら、その思いを伝えたらいいですよ。だから、議会でいう

のはやめてください。（首をたてにふらず、困惑する）

時間もないし、なんだか、バカらしくなってきた、どうす

るんですか

※ 立川教育委員メモから作成

教
育
行
政
の
ト
ッ
プ

資
質
に
問
題

事
実
の
究
明
と
厳
正
な
対
処
を
！


